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第三者割当により割り当てられた株式の譲渡及び 

保有方針変更の報告に関するお知らせ 

 

 

 平成 24 年 4 月 13 日付「資本・業務提携契約の締結、第三者割当により発行される株式の募集並

びに親会社及び主要株主である筆頭株主等の異動」で開示いたしましたとおり、当社は平成 24 年

6 月 13 日に割当先である京都香港發展有限公司（以下、「当該株主」という）に当社株式（以下

「当該株式」という）を 604,200 株（分割前 6,042 株）割り当てましたが、本日、平成 26 年 5 月

31 日現在の株主名簿において、当該株主がすでに当該株式を譲渡したことを確認いたしました。

しかしながら、当該株主より、当該株式を譲渡した旨の報告（以下「当該譲渡報告」という）がな

されていないため、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 経緯報告 

 平成 24 年 4 月 13 日付「資本・業務提携契約の締結、第三者割当により発行される株式（金

銭出資及び現物出資（デット・エクイティ・スワップ））の募集並びに親会社及び主要株主で

ある筆頭株主等の異動に関するお知らせ」で開示しましたとおり、当社と当該株主は、当該株

主が当該株式に関し、払込期日である平成 24 年 6 月 13 日より 2 年間においてその全部または

一部を譲渡した場合には、当該株主が当社に対しその譲渡内容を書面にて報告すること、当社

が証券取引所に対しその譲渡報告内容を報告すること、並びに当該株主は証券取引所がその譲

渡内容を公衆の縦覧に供することに同意する旨の確約書を締結しています。また当社は、当該

株主より、当該株式を 3年以上保有する方針であるとの意見をいただいておりました。 

 当社は、平成 26 年 6 月 10 日に、平成 26 年 5 月 31 日現在の株主名簿において当該株主が記

載されていなかったことから、株主名簿管理人へ当該株式の異動状況に関する情報提供を依頼

したところ、平成 26 年 6 月 13 日に、当該株式は平成 25 年 12 月 24 日付で譲渡されたことを

確認いたしました。同日以来、当社は確約書に基づき、当該株式割当時に当該株主より派遣さ

れた当社取締役の王を通して当該株主に対し、当該譲渡報告及び大量保有報告書に関する変更

報告書の提出を求めておりますが、現在のところ当該株主より回答はありません。 

当社は、当該株主から当該譲渡内容についての情報の取得が困難であることから、当社が証

券取引所に対し当社が把握している情報の限りで当該譲渡内容を報告し、また経緯報告である

本適時開示を行うことといたしました。 

 

 

 

 



2. 当該譲渡内容 

（1） 当該株主の氏名及び住所並びに割当株式数 

氏 名 京都香港發展有限公司 

住 所 香港禧利街 27 號富輝商業中心 22 楼 2204 室 

割当株式数 604,200 株（分割前 6,042 株） 

 

（2） 譲渡を受けた者の氏名及び住所 

氏 名 割当先より、当該株式を譲渡した旨の報告がなされないため不明 

住 所 割当先より、当該株式を譲渡した旨の報告がなされないため不明 

 

（3） 譲渡株式数 

604,200 株（分割前 6,042 株） 

 

（4） 譲渡日 

平成 25 年 12 月 24 日 

 

（5） 譲渡価格及び譲渡方法 

 譲渡価格：割当先より、当該株式を譲渡した旨の報告がなされないため不明 

 譲渡方法：割当先より、当該株式を譲渡した旨の報告がなされないため不明 

 

（6） 譲渡の理由 

 割当先より、当該株式を譲渡した旨の報告がなされないため不明 

 

3. 今後の当社の対応 

 当社は、当該株主に対して、引き続き当該譲渡報告及び保有方針が変更となった理由を求め

てまいります。また当該株主より、当該譲渡報告がなされた場合には、速やかにお知らせいた

します。 

 

以  上 

 


